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令和８年度改訂

飼い犬の登録 · 注射済票及び変更手続きの届出窓口

マイクロチップ情報登録の手続きサイト
ホームページ https://reg.mc.env.go.jp

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」（環境省）
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
☎（6384)5320

※マイクロチップ情報登録をしている犬の変更等手続き、
　これからマイクロチップ情報登録をする手続きのサイトです。
※狂犬病予防注射済票の交付は保健所または区民事務所での手続きです。

令和 8年 1月発行
７-３-０４５

先

　この手帳は、家族の一員として愛犬と快適に

暮らしていくための情報をまとめたものです。

　愛犬を生涯飼い続けられるようご活用くだ

さい。



飼い犬が人を咬んでしまったら（咬傷事故）

（参考） 飼い主の氏名や住所などが変更になったら届出が必要です。 
P ５～６をお読みください。

（一生に１回）

（毎年１回）

飼い犬の登録・変更・死亡の届出

飼い主の方へのお願い

日頃から備えていますか？ペット防災

飼い犬が行方不明になったら

やむを得ず飼い犬を飼えなくなったら

知っておきたい動物の法律



※環境省 Web サイトに情報登録したマイクロチップは鑑札とみなされます。

狂犬病予防注射の接種及び注射済票の交付については、
【1】【2】をお読みください。
注射済票交付手数料：550円/1頭（再交付：340円/1頭） 
P12に注射接種歴を記入しておきましょう。

狂犬病予防法により、犬を飼い始めたら、30 日以内に登録しなければなりません。
※生後 90 日以内の場合は 90 日を経過した日から 30 日以内

狂犬病予防法により、生後 91 日以上の犬は、毎年 1 回狂犬病予防注射を接種し、
注射済票の交付を受けなければなりません。

犬の登録は、鑑札もしくはマイクロチップの情報登録によ
り行います。詳しくはP5～6をお読みください。
環境省Webサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で
情報登録をしたマイクロチップは鑑札とみなされるため、
鑑札の交付はありません。

交付を受けた　　　　　　　　　　　犬の首輪等に必ず着けておきましょう。迷子札の役目も果たします。

【１】狂犬病予防注射の接種と同時に注射済票の交付を受ける場合
※詳しくは、ホームページもしくは保健所から３月頃に発送するお知らせでご確認ください。

●定期集合注射　（公社）東京都獣医師会北支部・北区保健所で実施

　実施日 ： 例年4月　　実施場所 ： 区内施設の駐車場等
●獣医師会加盟動物病院　（公社）東京都獣医師会北支部の協力により実施

　実施期間 ： 4月1日～6月30日   実施場所 ： 区内の獣医師会加盟病院（P13参照）
　注意事項 ： 保健所から３月頃に発送するお知らせをお持ちの方限定

【２】上記以外の場合
注射接種後、「狂犬病予防注射済証（獣医師発行）原本」及び「手数料」をお持ち
のうえ、本冊子裏表紙に記載の届出窓口いずれかで注射済票の交付申請をしてく
ださい。

※病気等で狂犬病予防注射を接種できない場合
　「ゆうよ診断書（獣医師発行）原本」を本冊子裏表紙に記載の届出窓口いずれかへお持ちください。

鑑札 マイクロ
チップ

注射済票

と は

※検診を怠った飼い主は、５万円以下の罰金、届出を怠った飼い主は拘留
または科料に処されることがあります。

24時間以内
48時間以内

①被害者のケガの応急処置に誠意を持って
対応する。

　　すぐにきれいな水で洗い流す。
　　せっけんで洗う。消毒する。
　　必要があれば医師の治療を促す。
②犬を落ち着かせて隔離する。
③２４時間以内に保健所へ届け出る。
　　まずは電話でご連絡ください。
④４８時間以内に動物病院で犬を検診させる。
　　※検診期間中は狂犬病予防注射を受けられません。
⑤再発防止の対策をとる。

～日頃からしつけや適切な予防策を講じ、
　　　　　　　　　　　　　トラブルを未然に防ぎましょう～

東京都 「しらなかったじゃすまされない 咬傷事故編 （2/2）」→

飼い犬が人や他の飼い犬に咬みつきケガを負わせてしまった場合、飼い主は
多額の損害賠償責任や刑事罰を問われる可能性があります。

過去の裁判では、「飼い主は犬の不測の行動に出る可能性もあることを前提
に監視しておく必要があり、リードをつけていても、飼い主が適切に犬を制御
するなどの注意義務を怠った」と認定された事例があります。

普段のお散歩中、すれ違いざまや出会い頭など、相手を咬んでし
まうことも起こりえます。

飼い犬が人を咬んでしまったら（咬傷事故）
こうしょう

なければなりません。

（一生に1回）

（毎年1回）

※事故が大きいときは、警察にも連絡しておくと良いでしょう。
※なお、保健所では治療費等に関する話し合いの仲介は一切行っておりません。

区公式HP

区公式HP



このようなとき

犬を連れて北区へ転入したとき

犬を連れて北区外へ転出するとき

犬が死亡したとき

北区内で転居したとき
飼い主の住所や連絡先、氏名などに変更が
あったとき

犬を連れて海外へ転出するとき
※あわせて【３】もご確認ください。

犬の所在地や呼び名、毛色に変更があったとき

サイトのメニュー名

死亡の届出

購入等で新しく犬を飼ったとき（＊）
犬を譲り受けたなど、飼い主が変わったとき

所有者の変更登録
※手数料がかかります。
登録事項の確認・変更
※手数料はかかりません。

登録事項の確認・変更
※別途手続きが必要な場合がありますの
　で、新住所地の保健所等へ確認してく
　ださい。
※北区への届出は不要です。

このようなとき

犬が死亡したとき

犬を連れて北区外へ転出するとき

北区外の方に、犬を譲ったとき

北区内で転居したとき

北区外の方から犬を譲り受けたとき

犬を連れて北区へ転入したとき

北区内の方から犬を譲り受けたとき

犬の所在地に変更があったとき

飼い主の住所や連絡先、氏名などに変更
があったとき

鑑札を紛失したとき

犬を連れて海外へ転出するとき
※あわせて【３】もご確認ください。

手続き

鑑札再交付（1,600 円 /1 頭）
変更届
※前住所地の鑑札をご持参ください。
紛失した場合は、鑑札を再交付いたしま
す（1,600 円 /1 頭）。

北区の鑑札をお持ちになり、新住所地の
保健所等へ届出てください。
※北区への届出は不要です。
死亡届

新しく犬を飼ったとき 新規登録（3,000 円 /1 頭）
※令和４年６月以降にペットショップや
ブリーダーから迎え入れた犬に関する手
続きは、【１】をご覧ください。

変更届
※手数料はかかりません。

飼い犬の登録・変更・死亡の届出

　令和４年６月から、環境省 Web サイト「犬と猫のマイクロチップ情報
登録」（以下、環境省 Web サイト）で情報登録を行うと、マイクロチップ
が飼い犬の登録（鑑札）としてみなされる制度が始まりました。
　これにより、飼い犬の登録手続きは以下のいずれかの方法で行っていた
だきます。

（＊）令和４年６月以降にペットショップやブリーダーから迎え入れた犬は、
環境省 Web サイトに登録されており、「登録証明書」が渡されています。
　環境省 Web サイトで「所有者の変更登録」を行うと、新しい「登録証
明書」が発行されますので、紛失しないよう大切に保管してください。
※「登録証明書」を紛失した場合は、サイトにて再発行が可能です。（手数
料がかかります。）

　登録証明書をお手元にご用意のうえ、環境省 Web サイトでお手続き
をしてください。Web サイトについては、本冊子裏表紙に URL と二次
元コードが記載されています。
　※マイクロチップが鑑札とみなされます。鑑札の交付はありません。

【１】マイクロチップを装着していて、環境省Webサイトで情報登録をし
ている場合

【２】マイクロチップを装着していない、もしくは環境省Webサイトで情報
登録をしていない場合5
本冊子裏表紙に記載の窓口いずれかでお手続きをしてください。

【３】犬を連れて海外へ行くとき（または帰国するとき）
　国によって輸入検疫制度が異なりますので、農林水産省動物検疫所や
各国大使館などへご相談ください。
　なお、犬の登録について、渡航の際は北区へ、帰国の際には帰国後の
住所地を管轄する保健所等へ届出る必要があります。

※飼い犬が死亡したときの取り扱い

　保健所でご案内しておりません。

王子地区・赤羽地区にお住まいの方　北区清掃事務所　3913－3141
滝野川地区にお住まいの方　　　　　滝野川清掃庁舎　3800－9191

・・

・・

●清掃事務所による有料での引き取り（体重25kg未満）

※



【１】飼い主としての心がまえ
①ペットのための防災用品を準備しましょう（【２】参考）。
②迷子になったときのために鑑札や注射済票、身元のわかる名札やマイクロ
チップなどを装着しておきましょう。

③キャリーバッグやケージに慣れさせて、速やかに避難できるようにしまし
ょう。

④避難所では、ペットは飼い主と別の場所で、様々な種類の動物と一緒に過
ごします。避難所でのトラブル防止のため、基本的なしつけを実践してお
きましょう。万一に備え、ペットの預け先を確保しておきましょう。

⑤感染症防止のため、狂犬病予防注射と混合ワクチン等の接種、寄生虫予防
などをしておきましょう。

⑥ペットがパニックにならないよう、人や動物、様々な音や物等に慣らして
おき、基本的なしつけもしましょう。

【２】ペットのための防災用品　※飼い主の責任で準備しましょう
・ペットフードと水（5 日分以上）、ペット用食器
・ペットのトイレ用品（ペットシーツ、フン袋など）
・キャリーバッグ、ケージ、リードなど
・ペットの常備薬、療法食
・健康の記録（既往歴、ワクチン接種歴など）
・ペットの写真複数枚
・ペットのおもちゃ
・ガムテープ、タオル、ゴミ袋など

【３】避難場所の確認

・フン尿の不始末
・鳴き声
・犬に咬まれた
・放し飼い

保健所に寄せられる苦情

6 飼い主の方へのお願い 日頃から備えていますか？ペット防災

保健所には様々な苦情が寄せられます。
犬を飼っている方も飼っていない方も、
気持ち良く暮らせるよう気をつけましょう。

◎散歩のルール
•散歩の前に自宅で犬のトイレを済ませましょう。
•散歩中に路上や電柱などに尿をした場合は、すぐに水で洗い流し、
ふきとりましょう。

•フンは必ず自宅まで持ち帰りましょう。
•犬はリードでつなぎ、散歩の際はとっさの行動に対応できるよう
リードを短めに持ちましょう。

◎頻繁に鳴く、長時間鳴き続けることがないよう、しつけま
　しょう。

飼い主には気にならない鳴き声でも、迷惑になっている場合があり
ます。

◎犬の鑑札と注射済票は首輪などに必ず着けましょう。
迷子札の役目にもなります。
※環境省 Web サイトで情報登録したマイクロチップは、鑑札とみ
なされます。

災害はいつ起こるかわかりません。日頃から災害の備えをしておきましょう。



※環境省 Web サイトでマイクロチップ情報登録をしている犬は、マイクロチップが
　鑑札とみなされます。

犬を取得した日（生後 90 日以内の場合は 90 日を経過した日）から
30 日以内に登録しなければならない。

①飼い主は、鑑札や注射済票等で動物が自分の所有であることを明ら
かにすること。

②飼い主は、動物を適正に飼養し、健康や安全を保持するとともにそ
の動物が人に迷惑をかけないように努めること。

③繁殖を希望しない場合は、適正に飼養するため、不妊去勢手術など
の繁殖制限の措置を講ずるよう努めること。

④愛護動物を捨ててはいけない。
⑤動物をみだりに殺したり、傷つけたりしてはいけない。

を受け、注射済票の交付を受けなければならない。

④犬が死亡したときや犬の住所、飼い主の住所などに変更があったときは
　届出なければならない。

⑥飼い犬が人を咬んだ場合は24時間以内に保健所へ届出をして、48時間
　以内に獣医師の検診を受けること。

※日頃から逃げ出さないように、犬の管理に注意してください。
※鑑札や注射済票の番号から、飼い主が判明しますので、必ず首輪等に着け

ておきましょう。
※環境省 Web サイトに情報登録したマイクロチップは鑑札とみなされます。

　東京都内で迷子になった犬は、東京都動物愛護相談センターで保護されて
いる場合があります。また、保護されている方から、保健所や最寄りの警察署
に連絡がはいることもありますので、飼い主さんからお問合せください。
　逃がした場所が区境であったり、遠方まで行ってしまう可能性のある場合は、
隣接する区の保健所・警察署にもお問い合わせください。
　※区保健所では動物の保護や引き取りは行っておりません。

3 3 0 2 - 3 5 0 7

3 9 1 9 - 0 4 3 1

3 9 1 1 - 0 1 1 0

3 9 0 3 - 0 1 1 0

3 9 4 0 - 0 1 1 0

8

　深い愛情をもち、責任ある飼い方のできる新しい飼い主を探し、飼育をお願
いしてください。新しい飼い主には、「鑑札」または「マイクロチップ情報の登
録証明書」と「狂犬病予防注射済票」を譲り渡してください。
　※新しい飼い主が忘れずに、所有者変更の手続きを行ってください。
　　手続きは P5 ～ 6 をお読みください。

9 やむを得ず飼い犬を飼えなくなったら

10

P 参考



の一例です。

犬の登録、毎年の狂犬病予防注射を必ず行ってください。



令和 7年 11月現在
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5
（小田急バス）梅が丘駅行きで宝性寺下車　徒歩10分

体育館

芦花公園

フジカケペットクリニック
太田動物クリニック
うすだ動物病院
赤羽ペットクリニック
ピジョン動物愛護病院 赤羽院
水野犬猫病院
川村動物病院
とみざわ犬猫病院
なかね動物病院
中村動物病院
永井ペットクリニック
東十条どうぶつ病院
王子ペットクリニック
松尾犬猫病院
gleen animal clinic
ティアハイムどうぶつ病院
西ヶ原ローズ動物病院
青山小動物医院
飛鳥山動物病院
さいとうラビットクリニック
フジカワ動物病院
しん中央動物病院
ふくしま動物病院
おぐ犬猫クリニック

浮間2-5-26
浮間4-14-1 STOCKレジデンス1F
赤羽北2-13-16 YKスクエアビル1F
志茂2-50-3 ノヴァ赤羽1F
赤羽西1-30-11 ベルメゾン赤羽103
赤羽西4-39-5
西が丘1-45-3
赤羽2-52-1 第二山田コーポ101号
赤羽2-64-9 松本ビル1階
上十条1-9-29
上十条3-26-10
東十条4-10-1-1Ｆ
豊島1-22-9
豊島1-38-9 水口マンション1F
滝野川6-28-7 アコルデ滝野川1F
滝野川6-76-9 豊ビル101
西ケ原1-27-36
西ケ原3-33-20
西ケ原3-64-15 足立マンション1F
田端5-2-13
田端新町2-31-7
田端新町2-11-4
田端新町3-15-12
昭和町１-2-22 吉岡ビル1階

3965-7708
3966-6875
3905-3912
5939-7858
3905-0102
3900-9133
3909-4444
3903-4113
3903-1883
3909-8137
3908-1155
5944-6681
3913-2500
3927-2222
5980-8018
5567-4111
6903-4983
3940-0417
5980-9149
3822-0097
3819-3708
6458-2239
5692-2022
5901-9601

動 物 病 院 名 住 所 電 話 番 号

（参考）東京都の動物関連施設

③
④

⑪

⑭

⑱
⑲


